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命 令 書（写）

再 審 査 申 立 人 株式会社三交タクシー

再 審 査 被 申 立 人 自交総連なら合同労組

同 自交総連三交タクシー労働組合

上記当事者間の平成２２年（不再）第２６号事件（初審奈良県労委平成２１

年（不）第３号事件）について、当委員会は、平成２３年２月１６日第１１４

回第二部会において、部会長公益委員菅野和夫、公益委員仁田道夫、同藤重由

美子、同鹿野菜穂子、同島田陽一出席し、合議の上、次のとおり命令する。

主 文

本件再審査申立てを棄却する。

理 由

第１ 事案の概要

１ 事案の概要

再審査被申立人自交総連三交タクシー労働組合（以下「組合」）及びそ

の上部団体である再審査被申立人自交総連なら合同労組（以下「組合本部」。
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組合と組合本部を合わせて以下「組合ら」）は、平成２１年７月２７日（以

下平成の元号を省略）付けで、連名で再審査申立人株式会社三交タクシー

（以下「会社」）に対し、組合の結成を通知し、同年７月２７日付け（第

４の２(1)カ、(2)ア）、同年８月２０日付け（第４の２(2)オ）及び同月

２７日付け（第４の２(2)キ）要求事項を議題とする団体交渉（以下「団

交」）を申し入れたが、会社は、組合と組合本部の関係の釈明を求めるな

どし、団交には応じず、また開催時期も明示しなかった。

本件は、会社のこの対応が、労働組合法（以下「労組法」）第７条第２

号の不当労働行為に当たるとして、同年９月２４日、組合らから、奈良県

労働委員会に救済申立てがあった事件である。

２ 請求する救済内容の要旨

(1) 会社は、上記１の要求事項を議題とする団交に誠実に応じなければな

らないこと。

(2) 会社が、上記団交の拒否に関する誓約文を手交し、本店及び津、上野

営業所の各玄関に掲示する等しなければならないこと。

３ 初審命令の要旨

初審奈良県労働委員会は、２２年３月２９日、上記１の要求事項を議題

とする団交に応じなかったことは労組法第７条第２号の団交拒否に該当す

るとして、会社に対し、①誠実に団交に応じること、②①に関する文書を

手交し、掲示することを命じることを決定し、同年４月２日に命令書を交

付した。

４ 再審査申立ての要旨

会社は、２２年４月１３日、上記初審命令を不服として、初審命令の取

消し及び本件救済申立ての却下又は棄却を求めて、当委員会に再審査を申

し立てた。
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第２ 争点

１ 組合及び組合本部は、本件についての申立人適格を有するか。

２ ２１年７月２７日付け、同年８月２０日付け及び同月２７日付け要求事

項に関する団交の申入れ（以下「本件団交申入れ」）に対する会社の対応

は、団交拒否として労組法第７条第２号の不当労働行為に当たるか。

３ 初審命令の救済内容が相当といえるか。

第３ 当事者の主張の要旨

１ 申立人適格の有無（争点１）

(1) 会社の主張

ア 組合の申立人適格

下記(ｱ)から(ｵ)のとおり、組合は、内部統制もなく、重要な事項に

つき組合内部で民主的に決定された形跡もない。さらに言えば、個々

の組合員が組合規約や要求事項の作成等を組合本部に白紙委任してお

り、団体としての意思、実体がない。

しかるところ、救済申立てをなし得るためには、組合規約の形式（労

組法第５条第２項）だけでなく、社団性を有し、組合の定義（労組法

第２条）に実質的に適合していることが必要であるが、組合は、それ

を満たしていない。

したがって、組合は、労組法第２条に適合した労働組合とは言えず、

申立人適格を欠如しており、本件申立ては却下されるべきである。

(ｱ) 組合は、組合本部と自交総連三重近鉄タクシー労働組合(以下「自

交総連三重近鉄タクシー労組」）が、遅くとも２１年６月下旬頃か

ら、三重県内の近鉄線各駅で待機中の会社の乗務員らに対し、積極

的に組合の設立を誘いかけ、その結果結成されたものであり、組合

本部が組合の結成を先導したと考えられること。
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(ｲ) 組合執行委員長Ｙ２（以下「Ｙ２委員長」）は、２１年７月２７

日付け、同年８月２０日付け、同月２７日付けの団交の要求等につ

いて、その要求内容の質問に答えることができず、また、発送され

ていることすら知らず、しかも、同委員長の応対内容が後日、組合

本部によって覆ることが多いなどした。結局、個々の組合員が、組

合規約や要求事項の作成等を組合本部に白紙委任（丸投げ）してお

り、委員長すら組合本部が何をしているか把握していないのであっ

て、団体としての意思、実体が欠如していると考えられること。

(ｳ) Ｙ２委員長は、組合員の一人（Ｙ３組合員）が自分勝手に組合活

動を行っていると愚痴るなど、組合が団体として統制されていない

と考えられること。

(ｴ) Ｙ２委員長の意向に沿って、Ｙ３組合員の組合脱退や書記長と会

計の役員の交代が極めて容易にされるなど、組合の民主的手続が欠

如していると考えられること。

(ｵ) ２１年７月２７日時点では、組合の住所地の連絡がなく、また、

同年９月１１日時点では、組合の住所地が三重県のＹ２委員長の住

所地であったのに、本件申立て時には、奈良県の組合本部の住所地

になっているなど、住所地の決定及び変更が組合内部で協議された

形跡はなく、組合としての実体が欠如していると考えられること。

イ 組合本部の申立人適格

(ｱ) 組合本部は、組合の上部団体であると主張しているが、上記のと

おり、傘下の加盟団体である組合が申立人適格を欠如している以上、

組合本部は上部団体としての申立人適格を欠如しており、本件申立

ては却下されるべきである。

(ｲ) 仮に、組合に申立人適格が認められても、組合本部が上部団体と

して、傘下の単位組合の組合員の労働条件等について団交を行う適
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格を有するといえるには、組合規約等により、組合を実質的に統制

していること、組合と競合して団交できること、直接使用者と交渉

できることなどの要件が必要となるが、組合本部が要件を充足して

いることは明らかになっていない。

したがって、組合本部は本件団交申入れに係る交渉権限を有せず、

本件団交の当事者たり得ないから、申立人適格を欠如しており、組

合本部の本件申立ては却下されるべきである。

(2) 組合らの主張

ア 組合の申立人適格

(ｱ) 組合本部及び自交総連三重近鉄タクシー労組は、組合の結成に際

して助言や支援を行ったが、組合は会社従業員によって自主的に結

成したものであることに変わりはない。

労組法第２条が労働組合の要件として自主性を要求する趣旨は、

使用者からの独立という点にあるが、組合は会社からの支配を受け

ず、自主的に結成・運営されている。

(ｲ) 組合本部執行委員長Ｙ１（以下「Ｙ１委員長」）とＹ２委員長は、

事前に申入れ事項につき打合せを行っている。連名で会社に送られ

た文書のことをＹ２委員長が知らないことがあったのは、Ｙ１委員

長が発送後直ちに連絡するとの取決めがなく、発送されたことをＹ

２委員長が知らなかったにすぎない。

(ｳ) 労組法第２条は、本文並びに各号ともに団体として統制されてい

ることを要件としていない。むしろ、その統制の程度によって団交

の態度を決することは、労働組合に対する支配介入に当たる。

(ｴ) Ｙ３組合員が組合を脱退した事実はなく、書記長及び会計の交代

と代行就任は組合員全員の合意があり、定期大会で承認を受ける予

定であって、組合の民主的手続に欠けるところはない。



- 6 -

(ｵ) Ｙ２委員長の住所地が組合の所在地となったことはない。組合結

成時から一貫して、組合の所在地は組合本部と同一である。

イ 組合本部の申立人適格

組合本部は、奈良県労働委員会（旧奈良県地方労働委員会）に対し

て、これまでに複数回不当労働行為救済申立てを行い、資格審査にパ

スしてきた。組合本部が法適合組合の要件を満たし、不当労働行為救

済手続により保護されるべき労働組合であることに疑問の余地はない。

２ 本件団交申入れに対する会社の対応（争点２）

(1) 会社の主張

ア Ｙ２委員長の団交事項について認識していないと思われる言動等か

ら、組合は、個々の組合員が組合規約の作成や要求事項を組合本部に

白紙委任し、委員長すら組合本部が何をしているか把握していない状

態であると思われた。

そこで、会社専務取締役Ｘ２（以下「Ｘ２専務」）は、団交を行う

前提として、２１年９月８日、同月１１日にＹ２委員長に対し、組合

がきちんとした労働組合かどうかが問題だとして、組合と組合本部の

関係の明確化と組合規約の提出を求めたが、組合らから疑問への真摯

な回答がなく、組合規約は出す必要がないとするばかりであった。

組合と組合本部の関係が分からないまま、部外者と話をするわけに

はいかないと判断し、Ｙ２委員長と話合いを継続しようと努めたが、

同委員長は応じなかった。のみならず、不当労働行為の申立てを行う

などするに至っては、開催日時のめどを示すことは、社会通念上無理

であり、団交拒否には当たらない。

イ 個々の団交事項についても、交渉事項と考えにくいものや交渉の趣

旨が明確でないもの等が含まれていたため、事前に整理する必要があ

った。
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団交を円滑に進めるために、議題の整理や団交ルールの設定につき

話合い（予備折衝）が行われることが一般的であり、会社の別組合（三

交タクシー労働組合）との団交でもそれが慣行であった。

Ｘ２専務はＹ２委員長に対し、要求事項であるチェックオフや未払

賃金等につき質問している。両者は予備折衝をしていたと解すること

ができる。

ウ ２１年７月２７日に形式的な団交の申入れがあり、同年９月２４日

の時点で、団交を行っていないことは事実であるが、それは上記ア及

びイの理由によるのであって、会社の態度は団交拒否の不当労働行為

とはいえない。

(2) 組合らの主張

ア 会社は、２１年７月２７日からの度重なる団交開催要求にもかかわ

らず、正当な理由もなく現在に至るまで応じようとしていないから、

団交拒否（労組法第７条第２号）に該当することは明白である。

なお、会社は、団交を８月中に実施できない理由を説明せず、９月

の実施時期のめども明らかにしなかった。

イ 会社が、組合の労働組合性に疑義があると決めつけ、それをもって

団交を拒否しているとすれば、不当労働行為に該当することは当然で

ある。

ウ 会社は、組合本部と組合との団交の競合や交渉の委任等について縷

々主張するが、本件では、組合らは、連名で共同交渉を申し入れたの

であるから、交渉権の競合により具体的な紛議が生じる余地はない。

エ 会社が仕事中にＹ２委員長を一方的に呼びつけて、通告したり、説

明を求めることは、話合いや予備折衝と評価できない。

３ 救済内容の相当性（争点３）

会社は、初審救済内容が相当ではないとして、次のとおり主張する。



- 8 -

(1) Ｙ４組合員は入社時(２０年４月２１日)から雇用保険に加入してお

り、会社はそのことを同組合員に説明して了解を得ていたから、同人の

雇用保険未加入問題を団交議題として掲げた２１年８月時点では、同問

題は存在しなかった。したがって、初審命令主文第１項において同問題

についての団交応諾を命じているのは相当でない。

(2) 団交拒否といっても、その悪質性や今後繰り返される蓋然性は千差万

別であり、本件では、８月中の団交不開催に組合らの了承があった上、

開催日程を話し合う前に、組合らの実態につき釈明を求めたところ、一

方的に不当労働行為の申立てがなされた。初審はかかる点を看過して、

本件事案において型どおりポストノーティスの命令を発したもので、裁

量権を逸脱した違法がある。

第４ 当委員会の認定した事実

１ 当事者等

(1) 会社は、昭和２９年５月１４日に設立された株式会社で、肩書地に本

社を置き、一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー業）を営んでいる。

従業員数は、約５５０名である。会社と三重近鉄タクシーとは、同じ近

鉄グループに属し、三重県内のタクシー業者の最大手の２社である。ま

た、三重県旅客自動車協会の会長は三重近鉄タクシーのＺ社長、副会長

は会社のＸ１社長である。

(2) 組合本部は、昭和５３年１２月１８日に設立された労働組合であり、

全国自動車交通労働組合総連合会（自交総連）を上部団体とし、肩書地

に事務所を置いている。

また、その組織は、個人加盟の者と加盟した労働組合（以下「加盟組

合」）から構成され、個人加盟の者については、企業や職場ごとに支部、

分会を組織している（組合本部の組合規約第２条及び第９条）。そして、
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組合本部の組合規約は、次のとおり規定している。

「第５条 この組合は前条の目的達成のために次の事業を行なう。

① 交通・運輸及びその他の産業労働者による単一労働組合の実現

促進。

② 共通する制度・政策の決定とその実現。

（以下略） 」

「第９条 この組合は本部、支部、分会、及び加盟した労働組合の組織

で構成し、本部は各組織を統括する。 」

組合本部は、結成以来、加盟組合の組合員の労働条件等に関し、当該

組合員が従業員として勤務する企業に対し、幾たびも団交申入れを行っ

ており、その場合の団交申入れは組合本部と当該加盟組合の連名で行い、

また、団交の場においても組合本部の議長や執行委員長が加盟組合の交

渉委員とともに出席して対応している。

組合員数は約３００名である。

(3) 組合は、２１年７月２７日に設立された労働組合であり、組合本部を

上部団体としてそれに加盟し、組合結成時から肩書地に事務所を置いて

いる。組合員数は１０名である。

(4) 会社には、会社の従業員によって組織される三交タクシー労働組合（別

組合）が存在し、組合員数は約３００名である。同組合は私鉄総連中部

地連に加入する労働組合である。

２ 経過

(1) 組合結成に至る経過

ア 組合のＹ２委員長は、会社に入社する前は三重近鉄タクシーの津営

業所に勤務していた。三重近鉄タクシーには、日本労働組合総連合会

（連合）系の労働組合である三重近鉄タクシー労働組合と自交総連三

重近鉄タクシー労組の二つがあった。Ｙ２委員長は、三重近鉄タクシ
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ー労働組合に加入し、同労働組合の支部長を２年間勤めた。

イ Ｙ２委員長は、三重近鉄タクシーを退社し、会社入社直後に三交タ

クシー労働組合（別組合）に加入したが、組合費の使われ方、支部長

選挙の形骸化などの問題があると考えるようになった。

ウ 組合本部と自交総連三重近鉄タクシー労組は、遅くとも２１年６月

下旬頃から、三重県内の近鉄線各駅で待機中の会社の乗務員らに対し、

労働組合の設立を誘いかけるなどの行為を行った。

エ ２１年７月中頃、Ｙ２委員長は、労働組合結成に向けて、自交総連

三重近鉄タクシー労組の役員である上野営業所のＹ５、鈴鹿営業所の

Ｙ６に相談した。そして、会社の従業員で三重近鉄タクシーＯＢであ

るＹ７、Ｙ８、Ｙ９等に声をかけ、同月中頃過ぎ、Ｙ６を呼んで、組

合本部について概要を聞き、質問をする場をもった。

オ ２１年７月２２日、組合本部のＹ１委員長と組合加入予定者は津市

内で会合し、その場で、組合規約、要求事項及び役員についての決定

がなされた。

カ ２１年７月２７日、Ｙ１委員長、Ｙ２委員長外数名は、「労働組合

結成通知」を会社に持参し、Ｘ２専務に手渡した。この「労働組合結

成通知」は、組合と組合本部の連名となっており、会社の労働者をも

って労働組合を結成したこと、組合の名称及び役員名（会社の従業員

５名の氏名が記載）のほか、組合本部が上部団体であること、組合本

部の代表者名、所在地及び連絡先などが記載されていたが、組合の所

在地及び連絡先は記載されていなかった。

キ 組合らは、２１年７月２８日付けの「組合加入通知」を会社に送付

したが、そこには、組合員の氏名として、津営業所の６名（Ｙ２委員

長、Ｙ３組合員等）、上野営業所の２名（Ｙ 10 組合副執行委員長等）

が記載されていた。会社は、同文書を同月２９日に郵便にて受領した。



- 11 -

その後、上野営業所でさらに２名が加入し、組合員は合計１０名とな

った。

なお、当時、会社の本社と津営業所の住所地は同じであった。

(2) 団交の申入れから本件申立てまで

ア ２１年７月２７日に組合らが会社に提出した「労働組合結成通知」

（上記(1)カ）においては、割増賃金の支払い、賃金制度の改定等７

項目の当面の要求事項に関する団交が組合本部と組合の連名で求めら

れ、日時については、「８月７日（金）または８月１１日（火）の何

れかを希望」と記載されていた。

なお、Ｙ１委員長らが「労働組合結成通知」をＸ２専務に手渡した

際、団交要求に関する部分をよく見ておくよう述べたが、同専務から

は返答がなかった。

イ Ｘ２専務は、Ｙ１委員長らが帰ったあと、組合本部がどのような組

合であるかインターネットで調べ、それが全国労働組合総連合（全労

連）傘下の労働組合で、団交や多くの訴訟を行っている労働組合であ

ると覚知した。

ウ ２１年８月３日、Ｘ２専務は、タクシー無線で、Ｙ２委員長を本社

２階に呼び出した。同専務はＹ２委員長に、団交の時期について、突

然の申入れで、会社としても準備等勉強もあるので８月中は無理であ

ると述べた。これに対し、Ｙ２委員長は「それはそうですわな。」と

答えた。

エ ２１年８月７日、同月３日のＸ２専務の対応についてＹ２委員長か

ら報告を受けたＹ１委員長は、Ｘ２専務に電話をして、遅くても８月

中に団交を行うよう求めたが、Ｘ２専務は準備や勉強があるので８月

中は無理であると答えた。Ｙ１委員長が９月のいつであれば応じられ

るのかと質問したのに対し、Ｘ２専務は、Ｙ２委員長を通じて話をさ
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せてもらうと答えた。

これに対しＹ１委員長は、それであれば、９月の早々に開催してく

ださいと述べたところ、Ｘ２専務は、９月の１日から４日までは私は

不在である、また話をさせてもらうと答えた。

オ 組合らは２１年８月２０日付けで「抗議と申入れ」（組合と組合本

部の連名）を会社に送付し、同文書は同月２２日会社に到達した。こ

の中で組合らは、会社が同年９月５日までは団交に応じられないと述

べたことを指摘し、「団交申入日（７／２７）から４０日先まであれ

これの理由で団体交渉を拒否することは、不誠実この上なく団体交渉

権を脅かすものであり、強く抗議致します。」とし、速やかに団交日

時・場所を連絡することを求めるとともに、①組合費のチェックオフ

を実施することと、②団交出席者の賃金補償を行うことを、要求項目

に追加した。

カ ２１年８月２４日、「抗議と申入れ」を受け取ったＸ２専務は、タ

クシー無線で、Ｙ２委員長を本社２階に呼び出した。同専務は、Ｙ２

委員長にチェックオフの話をすると、Ｙ２委員長は「チェックオフっ

て何ですか。」と答えた。なお、この時点で、Ｙ２委員長は、Ｙ１委

員長から上記文書を会社に発送したとの連絡を受けていなかった。

キ 組合らは会社に対し、２１年８月２７日付け「次回団体交渉の追加

議題について」（組合と組合本部の連名）を送付し、①Ｙ４組合員の

雇用保険未加入問題と担当車問題、②Ｙ 11 組合員（上野営業所）の

定年に伴う継続雇用問題等を追加議題として、団交日を早急に連絡す

るよう求めた。会社はこの書面を同月３１日に受領した。

ク ２１年９月８日、Ｘ２専務は、タクシー無線で、Ｙ２委員長を本社

２階に呼び出した。同専務はＹ２委員長に、組合がきちんとした労働

組合かどうかが問題だとして、組合と組合本部の関係を明らかにする
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ことと、組合規約の提出を求めた。これに対し、Ｙ２委員長は組合本

部と相談すると答えた。

ケ ２１年９月９日、Ｙ１委員長は、Ｙ２委員長から前日のＸ２専務の

話を聞き、Ｘ２専務に電話で抗議し、「組合規約を出す必要はない。」

「必要な時には提出する。」旨述べ、早急に団交日程を決めるよう求

めた。Ｘ２専務は「団体交渉を拒否してるわけやないですし、Ｙ２と

話をさせてもらいます。」と述べた。

コ ２１年９月１１日、Ｘ２専務は、タクシー無線で、Ｙ２委員長を本

社２階に呼び出した。Ｙ２委員長は、Ｘ２専務に対して団交を早期に

開催するよう求めたが、Ｘ２専務は団交に組合本部の役員が出席する

ことを問題にし、組合と組合本部の関係についてＹ２委員長に説明を

求めた。これに対し、Ｙ２委員長は、当初両者は関係がないといい、

その後組合本部に団交を委任していると述べた。そこで、Ｘ２専務は、

組合と組合本部の関係がなお不明であるとして、「今、組合本部と会

えない。」と答えた。

さらに、Ｘ２専務が要求事項である未払賃金等についてＹ２委員長

に説明を求めたところ、Ｙ２委員長は、組合本部と話してほしいと述

べた。

サ 組合らは会社に対し、上記コの会社の対応に対する２１年９月１５

日付け「厳重抗議文」を送付し、会社の団交拒否に対して抗議すると

ともに、会社が希望する団交日時を早急に提示するよう改めて要求し

た。

シ それ以後、会社から団交に関する具体的な回答がなかったので、組

合らは、２１年９月２４日、奈良県労働委員会に対して本件申立てを

行った。

(3) 本件申立て以降の状況
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ア 組合らは、２１年１０月１４日付け「要求書」により、会社に対し

て就業規則等の交付とチェックオフ協定の締結を要求した。

同月２１日、会社は、上記要求書に対して、「現在係争中の事案で

あるため、その中で解決されるべき問題と考えます。」と回答した。

イ 組合らは会社に対し、２１年１１月１８日付けで「抗議と団体交渉

開催の要求」を送付し、早急に団交を開催することを要求した。

ウ その後も、組合らは、会社に対し引き続き団交の開催を要求してい

たが、会社は本件再審査の結審に至るまで団交に応じていない。

第５ 当委員会の判断

１ 争点１（組合及び組合本部の申立人適格）について

(1) 組合の申立人適格

ア 不当労働行為の救済申立ては、労組法第２７条第１項に基づくもの

であるが、その救済申立資格について、同法第５条第１項が定めてい

る。同規定によれば、労働組合が救済申立人であるときは、同法第２

条及び第５条第２項に規定する労働組合資格要件に適合することが必

要とされている。

そして、組合は、当委員会の実施した資格審査において、労組法第

２条及び第５条第２項に規定する資格に適合する労働組合と決定され

た。

イ 会社の主張について

会社は、労組法第２条が労働組合の資格要件の一つとして要求する

「団体性」に関し、前記第３の１(1)ア(ｱ)から(ｵ)の事実があるとし

て、組合は、団体としての実体がないなど、労組法第２条に適合した

労働組合とは言えず、申立人適格を欠如しており、組合の本件申立て

は却下されるべきであると主張する。
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しかしながら、組合は、本件申立ての時点において１０人程度の組

合員を擁し、組合規約をもった団体としての実体を備えていたことが

認められ、当委員会の実施した資格審査において、そのような団体と

して労組法第２条に規定する資格に適合していると認められたもので

ある。そして、会社の各主張も、次の(ｱ)から(ｳ)のとおり、いずれも

理由がない。

(ｱ) 会社は、前記第３の１(1)ア(ｱ)のとおり、組合が組合本部に先導

されて結成したと考えられることを挙げるが、労働組合が、上部団

体などの働きかけを受けて結成されたのか、そうした働きかけなし

に結成されたのかは、結成された労働組合が労組法第２条の「労働

組合」に該当するか否かに関係のない事実である。

(ｲ) 会社は、前記第３の１(1)ア(ｲ)のとおり、組合は、個々の組合員

が、組合規約や要求事項の作成等を組合本部に白紙委任（丸投げ）

しており、そのため、個々の組合員と組合本部はつながっていると

しても、組合自体は横のまとまりがなく、組合の委員長すら組合本

部が何をしているか把握していないのであって、団体としての実体

が欠如していると主張する。

確かに、Ｙ２委員長が、組合本部が会社に団交要求書を送付した

事実や、そこに記載された組合らの要求内容について十分に理解し

ているとは言えないともみれる場合があったことは窺われる（第４

の２(2)カ、コ等）。また、組合規約の作成も、組合本部が作成し

た組合規約に対して、組合が意見を述べる形で作成されたことが窺

われる。

しかし、それらは、組合規約や要求事項の作成等に当たって、い

ずれかといえば組合本部が主導していたことや、組合らの間での意

思疎通が必ずしも十分でなかったことを示すものにすぎないのであ
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って、組合が全く関与していなかったことまでも示すものではない。

そして、組合は、前記第４の２(1)、(2)認定のとおり、組合結成当

初の２１年７月２７日に、Ｙ２委員長らが会社まで出向いて、団交

の要求を行ったり、同年８月３日以降４回にわたり、本件団交申入

れに関し同委員長がＸ２専務とやり取りを行うなど、主体的な組合

活動を行っている事実が認められる。

なお、会社は、Ｙ２委員長が、Ｙ 11 組合員の継続雇用問題の要

求につき、「知らなかった、Ｙ 11 が入ったことは知っていたが」と

回答したことも指摘するが、それは、同委員長が津営業所勤務（第

４の２(1)キ）のため、Ｙ 11 組合員と同じく上野営業所勤務のＹ 10

副委員長（第４の２(1)キ、(2)キ）などに同問題の取扱いを任せて

いたためであり、この点をもって組合に団体としての実体がないと

はいえない。

よって、組合が団体としての実体を欠如しており、申立人適格を

欠くとの会社の主張は採用できない。

(ｳ) その外、会社は、前記第３の１(1)ア(ｳ)から(ｵ)のとおり主張す

るが、①仮に組合員一人が勝手な活動をしているとのＹ２委員長の

愚痴があったとしても、それだけで組合の団体としての統制が不十

分であるとみることはできず、②書記長と会計の交代が頻繁であっ

たとしても、組合結成後間もない時期であったことも考慮すれば、

それをもって民主性の欠如とみることはできず、また、③組合の住

所地は、前記第４の１(3)認定のとおり、結成当初から奈良県にあ

ったと認められるのであり、また仮に、住所地が変わったことがあ

ったとしても、そのことと組合の実体の有無とは関係がないから、

会社の主張はいずれも根拠はない。

よって、組合は申立人適格を欠如しており、組合の本件申立ては却
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下されるべきであるとの会社の主張は採用できない。

ウ 以上のとおりであり、組合は申立人適格を有するものと認められる。

(2) 組合本部の申立人適格

ア 組合本部は、当委員会の実施した資格審査において、労組法第２条

及び第５条第２項に規定する資格に適合する労働組合と決定された。

イ 会社は、前記第３の１(1)イ(ｲ)のとおり、組合本部が上部団体とし

て、傘下の単位組合の組合員の労働条件等について団交を行う適格を

有するためには、組合規約等により、組合を実質的に統制しているこ

と、組合と競合して団交できること、直接使用者と交渉できることな

どが要件であるが、要件を充足していない。したがって、組合本部は

本件団交申入れにつき交渉権限を有せず、本件団交の当事者たり得な

いから、申立人適格を欠如しており、組合本部の本件申立ては却下さ

れるべきであると主張する。

本件団交申入れは、組合の組合員の労働条件等に関するものである

ところ（第４の２(2)ア、オ、キ）、組合本部は、組合との関係では

その上部団体であり、組合に対し統制力を有していたと認められる（組

合の組合規約第２条、組合本部の組合規約第２条及び第９条）。そし

て、組合本部は個人加盟の者と加盟組合とから構成される、いわゆる

「混合組合」であるが、組合規約に「単一労働組合の実現促進」を行

う旨規定し（同第５条①）、結成以来、個人加盟の者の労働条件等の

ほか、加盟組合の組合員の労働条件等に関しても、当該組合員が従業

員として勤務する企業に対し、加盟組合と共同（連名）で、幾たびも

団交申入れを行い、その交渉の場においても、組合本部の議長や執行

委員長が加盟組合の交渉委員とともに出席して対応している（第４の

１(2)）。

以上のように「混合組合」である組合本部は、個人加盟の組合員の
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労働条件等について団交を行うのみならず、加盟組合の組合員の労働

条件等についても、上部団体としての統制力に基づき、当該組合と連

名で団交を行ってきたのであって、組合の組合員の労働条件について

組合と連名で行った本件団交申入れについて上部団体としての団体交

渉権を有することは明らかであり、本件団交の当事者適格を認められ

る。

なお、会社は、仮に組合に団体としての実体がある場合についてい

うと、組合本部は受任者として本件団交申入れを行ったものでなく、

また、交渉権の白紙委任は法律上許容されないから、組合からの委任

があるゆえに組合本部は交渉権限を有し、申立人適格を有するという

ことはできないとも主張する。しかしながら、上記に述べたとおり、

組合本部は上部団体として独自に団体交渉権を有するものであるか

ら、会社の主張は採用できない。

よって、組合本部は申立人適格を欠如しており、組合本部の本件申

立ては却下されるべきとの会社の主張は採用できない。

ウ 以上のとおりであり、組合本部は申立人適格を有するものと認めら

れる。

２ 争点２（本件団交申入れに対する会社の対応）について

(1) 本件団交申入れと会社の対応の経過等

本件団交申入れと会社の対応の事実経過をみると、前記第４の２(1)、

(2)認定のとおり、組合らが２１年７月２７日付けで、連名で会社に対

し、組合の結成を通知し、同月２７日付け、同年８月２０日付け及び同

月２７日付け要求事項を議題とする団交を申し入れた。これら団交申入

れに対し、２１年８月３日、同月２４日、同年９月８日、同月１１日に、

Ｘ２専務は、タクシー無線で、Ｙ２委員長を本社２階に呼び出して、組

合と組合本部の関係の明確化や組合規約の提出を求めるなどし、団交に
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は応じず、また開催時期も明示しなかったことが認められる。

また、団交事項の内容をみると、前記第４の２(2)ア、オ、キ認定の

とおり、２１年７月２７日付け団交事項は、割増賃金の支払い、賃金制

度の改定等であり、同年８月２０日付け団交事項は、チェックオフの実

施、団交出席者の賃金補償であり、同月２７日付け団交事項は、Ｙ４組

合員の雇用保険未加入問題と担当車問題、Ｙ 11 組合員の定年に伴う継

続雇用問題等である。これら申入れに係る団交事項は、組合員の労働条

件その他待遇に関する事柄として義務的団交事項であるといえる。

(2) 団交不応諾の理由

会社は、前記第３の２(1)のとおり、①組合と組合本部の関係の明確

化等についての釈明の回答がなかったことや、②Ｘ２専務とＹ２委員長

のやり取りは予備折衝に当たるなどとして、本件団交申入れに応じてい

ないことには正当な理由があると主張するので、以下検討する。

ア まず、上記①の組合と組合本部の関係の明確化等についての釈明の

回答がなかったとする点であるが、前記第４の２(1)カ、キ、(2)ア、

イ認定のとおり、２１年７月２７日に会社に持参した「労働組合結成

通知」には組合本部と組合の連名において会社の労働者をもって労働

組合を結成したこと、組合の役員名として会社の従業員５名の氏名が

記載され、また、その翌日に送付した「組合加入通知」には、会社の

従業員８名が組合に加入していることが、記載されていた。そして、

同結成通知には、組合本部は組合の上部団体であること、組合本部の

代表者名、所在地等が記載されていた。また、同結成通知と同時に、

組合本部と組合の連名で本件団交の申入れが行われた。さらに、Ｘ２

専務は、同結成通知及び本件団交の申入れを受けた後、組合本部がど

のような組合であるかをインターネットで調べ、団交や多くの訴訟を

行っている労働組合であると覚知したというのである。
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そうすると、会社は、同年７月２７日に組合らから団交申入れを受

けた当初の時期において、組合が会社の従業員が加入する労働組合で

あり、また、組合と組合本部とは連名にて団交申入れを行うような単

位組合と上部団体の関係にあることを認識し得たものと考えられる。

したがって、それ以上に組合と組合本部の関係の明確化や組合規約の

提出を求める必要はなかったというべきである。

よって、組合と組合本部の関係の明確化についての回答や組合規約

の提出がなかったことを理由として、団交に応じないことには正当な

理由はない。

イ 次に、上記②のＸ２専務とＹ２委員長のやり取りは予備折衝に当た

るとする点であるが、そのやり取りをみると、一部に、要求事項であ

るチェックオフや未払賃金等につき質問したりしている面もみられる

ものの、全体としてその会話内容をみれば、団交の開催日程や場所、

議題の整理等について突っ込んだやり取りがなされた形跡はなく、そ

の外は、上記アに述べた組合と組合本部の関係の明確化等についての

不適切な釈明が見られるだけであり、団交開催を前提とした予備折衝

であったと認めることはできない（第４の２(2)ウ、カ、ク、コ、本

件全証拠）。

よって、会社の主張は採用することはできない。

(3) 不当労働行為の成否

ア 以上のとおり、本件団交申入れに係る事項が義務的団交事項に当た

るところ、会社が本件団交申入れに応じなかった理由として挙げる点

は正当な理由と認められない。

そして、会社は当時団交を拒否すると明言したことはないなどと、

団交を拒否しようという意思はなかったかのように主張するが、本件

団交申入れは、組合と組合本部が連名で会社に行ったものであるにも
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かかわらず、会社は、最初の団交要求を受けて間もなくの２１年８月

７日に、組合本部のＹ１委員長から電話を受けたＸ２専務が、組合の

Ｙ２委員長を通じて話をさせてもらうと応対し（第４の２(2)エ）、

実際、上記(1)のとおり、組合のＹ２委員長のみを呼び出して、組合

と組合本部との関係等を質すなどしている。さらに、２１年９月１１

日には、Ｘ２専務は組合本部の役員が団交に出席することを問題とす

る発言を行っている（第４の２(2)コ）。また、上記(2)のとおり、Ｘ

２専務は、組合の結成通知を受けた後、組合本部がどのような組合で

あるかをインターネットで調べ、団交や多くの訴訟を行っている労働

組合であると覚知し、初審第２回審問１１頁のＸ２専務の証言によれ

ば、「そういう組合ですので、これは慎重に適切にこれを進めんとい

かん」と思ったということに照らし合わせると、会社には、本件団交

申入れを受けた当初から、組合本部あるいは組合本部を上部団体とす

る組合との団体交渉に強い抵抗感があったものと推認され、そのこと

が本件団交申入れに応じようとしない態度の根底にあるものと考えら

れる。

また、組合本部は、上記１(2)のとおり、本件団交申入れにつき団

体交渉権を有するが、本件団交申入れは組合と組合本部が連名（共同）

で行っているものであり、交渉事項、交渉権限、交渉の進め方などに

つき不統一となるおそれは通常存しないから、会社は組合本部の本件

団交申入れに対し応じる義務があるというべきである。

以上のことからすると、本件団交申入れに応じていない会社の対応

は、正当な理由がなく、労組法第７条第２号の不当労働行為に当たる。

イ なお、会社は、準備が必要なので２１年８月中の開催は無理である

ことにつき組合らの了承を得ていたので、団交拒否には当たらないと

も主張するが、同年９月以降も本件団交申入れに応じておらず、それ
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について正当な理由がないことは上に述べたとおりであって、上記結

論を左右するものではない。

３ 争点３（救済内容の相当性）について

会社は、初審救済内容が相当ではないとして、次のとおり主張するので、

以下検討する。

(1) 会社は、前記第３の３(1)のとおり、雇用保険の遡及確認により、Ｙ

４組合員は入社時(２０年４月２１日)から雇用保険に加入しており、そ

のことを同組合員に説明して了解を得ていたのであるから、同人の雇用

保険未加入問題は存在していないのに、初審命令は同問題の団交応諾を

命じたもので、相当でないと主張する。

これに対し、組合らは、仮に会社が主張するような説明や了解があっ

たとしても、団交を拒否する理由とはならず、組合らとの団交に応じた

うえで、団交において、十分な根拠資料を示すなどして、少なくとも会

社側Ｘ３証人（会社総務部課長）が再審査の第１回審問において証言し

た程度に、事実と経緯を組合らに説明すべきであったと主張する。

前記第４の２(2)キ認定のとおり、２１年８月２７日付け「次回団体

交渉の追加議題について」には、「Ｙ４組合員の雇用保険未加入問題」

を追加議題とすると記載されているが、本件団交申入れの経過からすれ

ば、Ｙ４組合員の雇用保険の適用関係について、その経過を含め説明を

求めていたとみるのが自然である。

したがって、会社が、雇用保険の遡及確認をした結果、Ｙ４組合員が

入社時から雇用保険に加入していた扱いになり、同人も会社の説明に了

解していたとしても、会社が組合らとの団交に応じて、その経緯等を説

明していないことが認められる以上、同問題についての団交応諾を命じ

た初審命令は相当である。

(2) 会社は、前記第３の３(2)のとおり、団交拒否といっても、その悪質
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性や今後繰り返される蓋然性は千差万別であるのに、初審は、かかる点

を看過して、本件事案において型どおりポストノーティスの命令を発し

たもので、裁量権を逸脱した違法があると主張する。

しかしながら、労働委員会は、その裁量により個々の事案に応じた適

切な是正措置を決定し命令する権限を有するのであって、正当な理由な

く本件団交申入れに全く応じようとしない会社の対応に、今後の正常な

労使関係秩序の構築を期するという観点から、初審奈良県労働委員会が

同様の不当労働行為を繰り返さない旨の文書手交及び掲示を命じたこと

に問題はない。

そして、初審命令の発出後も、組合らから幾度も団交の申入れを受け

ながら、本件再審査結審時において、いまだその対応に何らの変化がみ

られないことからして、初審命令を維持することが適当である。

(3) 以上、初審命令の救済内容に関する会社の主張に理由はない。

４ その余の会社の主張について

(1) 管轄について

会社は、本件事案は、①会社の営業区域が三重県内であること、②組

合員１０名の住所はいずれも三重県内であること、③不当労働行為がな

されたと組合らが主張する場所はいずれも三重県であることから、三重

県労働委員会に管轄があり、百歩譲って奈良県労働委員会にも管轄があ

るとしても三重県以外に本件を解決する的確な場所はなく、初審奈良県

労働委員会は本件を三重県労働委員会に移送すべきであったにもかかわ

らず、しなかった手続違背があると主張する。

しかしながら、不当労働行為事件について初審としての管轄権を有す

るのは、労組法施行令第２７条第１項の規定のいずれかに該当する都道

府県労働委員会であり、申立人はいずれかの労働委員会を選択すること

ができる。本件において、会社の所在地、組合員らの住所、不当労働行
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為がなされたと主張される場所がいずれも三重県であるにしても、申立

人たる組合らの所在地はいずれも奈良県にあるので、奈良県労働委員会

にも管轄があったことは明らかである。

不当労働行為事件の移送の手続は労働委員会規則第３０条が定めてい

るが、同条第１項は、申立てがあった事件が管轄違いであると認めたと

きは、当該労働委員会は、公益委員会議の決定をもって、直ちに管轄委

員会に当該事件を移送しなければならないとしている。本件は上記のと

おり、管轄のある奈良県労働委員会に申し立てられたもので、管轄違い

には当たらないから、奈良県労働委員会が移送を行わなかったことに手

続上の違法はない。

以上のとおり、本件初審の管轄に違法はなく、会社の主張は採用でき

ない。

(2) 労働者委員の参与について

会社は、当委員会の審査において、労働者委員が調査及び審問の期日

に参与しなかったことは、公労使三者構成をとる労働委員会の存在意義

を没却させるもので、法令に違反する手続違背があったと主張する。

しかしながら、不当労働行為事件の審査は準司法的・判定的作用であ

ることから、労組法は、中立の立場に立つ公益委員が司るものとして、

労使委員は、調査を行う手続について公益委員の求めがあった場合に、

また、審問を行う手続について、参与できるとするに止めている（同法

第２４条第１項）。当委員会の審査において、労働者委員が調査及び審

問の期日に出席しなかったとしても、それが法令違反の手続違背となら

ないことは、労組法の趣旨に照らし明らかであり、会社の主張は採用で

きない。

以上の次第であるから、本件再審査申立てには理由がない。
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よって、当委員会は労働組合法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の

１２並びに労働委員会規則第５５条の規定により、主文のとおり命令する。

平成２３年２月１６日

中央労働委員会

第二部会長 菅 野 和 夫 ㊞


